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れ
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滿
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も
の
^
、
仕
事
を
嫌
JV
す
る
も 

0
ビ
の
M
別

を

立

：て
る
：
こ

ピ

が

出

來

ず
、
.1
週

™:r

ニ
日 

0
授
職
は
前
港
を
苦
走
し
め
、後
«*
:を
0
々
獎
勵
し
て
、
 

徒

ら

に「

怠
情
に
し
で
食
を
受
く
る」

(eating, 
the 

cr
r
e
s 

of indolence)
®

果
を
撙 
く 

f 

j 
ビ

ビ
な
っ
た
。

命
ほ
こ
の
事
業
に
對
す
る
批
雛
は
、

「

工
作
場
の
'試 

驗」
(the 

w
o
r
k
h
o
u
s
e

^
择)

：
は
;|
|

.1
1:
せ
ら
れ
た
け
れ

ざ
も
、
任
事
を
許
可
し
或
は
許
可
せ
ざ
る
こ
ど
を
決
定 

す
る
ー
贫
民
办
後
見
人」

(guardian 

of the 

p
o
o
r
)

ば 

Ti
ah
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
^
に̂
ぁ
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て 

,

に
救
汊
を
必
耍
ビ
し
、
爻
た
救
濟
せ
ら
る
べ
き
も
の 

も
除
外
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

こ
れ
，を
要
す
る
に
こ

の

種
の
«
業
は
、
徙
ら
に
失
®

-0
み
多
ぐ

し

て
失
收
の
跡 

を
电
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
た >

そ
の
屮
に
あ
つ
r
雁 

傭
の
缺
乏
に
對
す
る
»
會
の
責
任
を
、
明
か
に
歌
®
せ 

し
め
ろ
こ
マ

」

に
は
、

相

應

の

貢

献

が

あ

つ

た
-.
/

」

云
は
な 

ぐ
て
は
な
ら
ぬ 

o (J. 

L
.

 

C
o
h
e
n
:
—

 

o
p
. 

d

r

pp. 

1
6
3
-
1
6
4
)

:
li
i
の
經
營
に
か
、
る
も
の
に
は
、
失
業
の
た
め
の
救 

濟

事

業

の

外

に

慈

善

的

救

濟

事

業

が

あ

る

.0
こ

の

兩

者 

は
注
意
し
て
龆
別
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
失
業
救
濟
は 

懇
善
事
業
ビ
し
て
經
督
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ 

れ
は
經
濟
的
原
因
に
址

P

て
«
起
さ
れ
る
S1
象
た
る
失 

業
に
對
す
る
仕
事
の
供
給
，を
目
的
^
し
、
慈
善
®
化
を 

目
的
ビ
す
る
も
の
で
は
な
い
。
■然
が
る
に
慈
善
的
救
濟 

;

事
業
の
：：

II

的
は
、
失
策
の
救
濟
に
あ
ら
す
し
て
網
^g

の 

'救
濟
で
あ
り
、
勞
働
不
能
者
の
た
め
に
あ
ら
中
し
て
勞

働
不
適
者
の
た
め
に
す
^
も
の
で
あ
つ
て
失
業
の
如
き 

經
濟
的
原
因
：
A 

る

特

殊

の

S
業

上

0

害

惡

を

解
決
す
る
も
の
で
は
な
い

0

で
办
る
。
そ
れ
故
に
偷
敦

.：

後

I

.
1自
由
農
民」

ハfree; far 3
e
r
)

の
階
級1.1

昇
進

.そ

.の
他
の
各
地
に
於
け
る
こ
，れ
等
の
救
濟
委
員
會
'0
沿 

茧
及
び
活
動
、H

a
d
l

s.g
h

に

於

.け

る

救

世
®9

設
立
し 

た
る
植
民
地
、J

o
s
e
p
h

 F
e
l
s

に
ょ
り
て
一
九
〇
三
丨
四 

取
<
fr
y
fi
,
K®
委
員
會(

M
a
n
s
i
o
n

 

H
o
u
s
e

 

C
o
m
m
i
t
t
e
e

 

に
貸
與
せ
ら
れ
た
るHollesley 

B
a
y

 

c
o
i
o
n
e
y

 

に
就 

い
て
は
論
述
す
る
こ
ビ
を
避
け
る
。(Percy 

A
i
d
s
:

 —

 

o
p 

c
l
r

p. 

38) 

.

.

れ
ぃ
失
業
者
に
關
係
の
あ
る
勞
働
植
民
地(

L
a
b
o
u
r

 

c
o
l
o
n
y
)

の
內
で
、
幾
分
の
成
功
を
赢
ち
#
た
る
も
の 

は
、
觸
逸
^
於
け
るL

a
h
l
e
r
h
e
.
l
m

匕
和
蘭
に
於
け
る 

F
r
e
d
e
r
i
k
s
o
o
r
d

ビ
で
あ
る
。
後
^
の
植
民
地
はN

u
y
d
e
r

 

Z
e
e

の

朿

北

に

あ

つ

て

、
，-
援

助

を

受

く

る

價

値

あ

る

失 

:

業
者
を
妻
子
ビ
共
に
救
助
す
る
主
義
に
筛
つ
て

»

1

せ 

ら
る
る
三
植
民
地
のT

で

あ

る

。
，.植

民

者

は

多
ぐ
は
都 

:T
I

J

の
木
熟
鍊
勞
働
者
で
め
つ
て
、
彼
等
は

*

お
經
驗
を 

得
る
れ
め
に
五
大
農
圾
の
一
に
於
い
て
勞
働
U

、
败
年
：

し

、

六

、

七

.
工ー

ヵ

I
の

耕

地

ビ

農

具

、

«

苗

、
小

虜

を

與

 

へ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

然

し

な

が

ら

乙

の

方

法

1:
ょ

つ
 

て

救

濟

せ

ら

る

>

も

の

は

、

比

較

的

少

數

の

も

の

で

あ

 

っ

て

、

若

し

乙

の

方

法

，を

大

規

模

に

計

書

し

や

ぅ

ど

す

 

る

時

に

は

、

國

豸

、の

手

に

ょ

つ

て

な

さ

れ

な

く

て

は

な

 

ら
ぬ

。

慈
#
削
體

の

な

す

の

み

で

あ

っ

て

は

、

到
底
失 

業

救

濟

題

の

|

端

を

解

決

す

る

以

上

，に

出

で

な

い

。
 

(
P
e
r
c
y

 

A
i
d
s
o
p
.

 

c
i
r

pp. 

3S-3

VO)

:
っ
' 

七

國
家
が
*
會
の
立
法
に
ょ
っ
て
失
業
を
公
然
ビ
取
扱 

ふ
や
ぅ
に
な
っ
た
の
は
、

一

九
0
五

^
-
の
失
業
勞
働
渚 

法(
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
.

 W
o
r
k
m
e
n

 

A
c
t
)

に
^

い
て
地
方
政

府
が
窮
迫
せ
，る

失

業

者

に

對

し

て

、

.(

一〕

移
住
.に
要
す
る
費
用
を
支
給
し
、

(

5

農
業
植
民
地
に
，收
容
し
、

.

.
(

三)

救

濟

ェ

事

及.び

臨

時

仕

事

を

起

す

こ)£
、

m
十

六

港(

一
四
七
宽

)

雜
.

錄

失

難

龄

濟

施

骰II
就
い
て

站
十
號
_

一0
1



第

十

六

怨(
一

四
七
六.

)

雜：
錄失槳救濟施設は就ぃて

m
十總

1
〇ニ

に
.よ
つ
て
救
濟
す
る
權
能
を
赋
與
せ
ら
れ
た
る
を
以 

つ
て
嘴
矢
ご
す
る
。(P

e
r
c
y

 A
l
d
e
n

!

o

p 

c
i
r

p. 

3
9
) 

二
：儿
來
.、
こ
の
法
律
‘は
地
方
政
府
の
救
濟
事
業
を
統
一
し
、
 

從
來
の
救
濟
方
法
の
不
備
の
點
を
国
正
し
や
ぅ
ご
す
る 

目
的
を
有
す
る
も
の
で
^

つ
て
、救
贫
委
員
會(

5
择
1泛
5 

o
o
l
t
t
e
e
j

は
救
贫
法
：の
代
表
渚
、
'地
方
史
員
、
慈
善 

削
體
よ
り
こ
の
方
而
の
事
業
に
對
す
る
經
驗
多
き
人
 々

に
よ

ト
て
紐
織
せ
ら
れ
、
地
方
政
府
の
任
命
す
る
ビ
こ 

ろ
で
あ
る
。」

さ
ぅ
し

て

ご
れ
等
の
姿
.員

は

偷

敦

府

會

議 

員
、
：地
方
辦
務
屈
の
任
命
せ
る
委
員
ど
共
に
中
央
關
體 

を
飢
織
し
、：
失
業
者」

請
求
の
受
理
、
»
贫
委
員
會
の 

職
務
の
®
督
を
な
し
、
勞
働
紹
介
所
を
設
立
し
て
、
移 

住
の
便
兔
を
圖
つ
た
0.
で
：
あ
.
.る
。

(

J

.

r

C
o
h
e
n

 
丫 

マ
：
1
6
4
;
:
堀
江
氏
、
前
權
第
ニ 

ー
1?)

.

.

:

こ
の
法
律
に
よ
つ
て
.農

場
P
'あ
る
人
々
は
、
救
濟
事

業

の

：
開

始

、

勞

働

局

の

1
«
龆

介

及>び

勞

働̂.
1
要

す 

る
，她

方

へ

の
移

；̂
費
補

助

に

つ̂

て

、
パ

救

濟

せ.ら
.
れ，'る
..

や
ぅ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
間
も
な
く
大
規
模
の
移 

.住
は
1̂
底
實
行
す
ベ
.か
：
ら

.ざ

る
も
.の
で
あ
る
こ
ビ
か
發 

見
せ
6
れ
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
法
#
も
開
始
す
る
救
濟 

事
業
の
如
何
に
ょ
つ
て
成
否
を
決
せ
ら
れ
る
乙
ど
に
な 

つ
た
。尙
ほ
こ
の
法
#

に
破

S

て
、
地
方
政
府
に
ょ
っ
て 

■管
理
せ
ら
れ
る
數
個
所
の
勞
'«
局
が
設
立
せ
ら
れ
、
失
，
 

業
者
の
登
錄
ど
窮
迫
の
救
濟
を
掌
る
こ
ぞ
、
な

っ

た

。 

然
し
な
が
ら
こ
の
雨
方
面
の
管
掌
も
失
收
に
終
っ
た
。

-

一
九0

九
年
に
於
ぃ
て
か
く
の
如
き
ニ
十
一
個
所
矽
勞 

»
局
に
は
十
蔺
三
千
八
]？
十
一
名
の
求
職
が
あ
っ
た
，
 

.'
が
、
'三
萬
四
千
六
百
ニ
十
六
名
の
求
人
數
に
對
し
て
、： 

就
職
.甘
し
め
得
た
る
も
の
は
僅
か
，に
一
一
萬
八
千
八
西
六 

十
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
か
も
求
人
の
多
ぐ
は
救
濟 

霉
巢
た
^
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
.あ
つ
て
、
普
31
の 

i

き
競
爭
的
歷
傭
で
は
な
か
っ
.た
。

の
み
な
ら
ず
、
偷

丨
敦
の
府
會
は
ー
ー

+
ニ

梱

所0
他

の

勞

働

屈

を

饺

»
:
し

て 

ゐ
太
が
、
' 此
處
に
於
い
て
取
扱
'ひ
た
る
求
職
者
十
七
离「

I

.九
千
丙
九
十
四
名
に
對
し
て
、
へ
三®
八
千
^
西
六
十
五

：
 

名

の

求

人

数

ぁ

り

、

就
職
せ
‘
し
め
た
る
は
一

一!

百
八 

十
，名
に

•過

ぎ

な

かつ
た
の
で
あ
る
？
さ
ラ
し
て
こ
の
南 

部
は
始
ん
ど
踐
ら
ず
不
熟
練
勞
#
者

の

^

め

に

の

み 

事
業
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
と
云
つ
て
も
ょS

の
で
あ 

る
0(

J
. 

H
. Co

h
e
n
: 

I op. 

c
i
r

pp. 

1
64-165)

か
.
.く
の
如
き
不
成
«1
.を
示
し
た
の
で
.
.«;
時
將
R
ハ

V

 

は
れ
や
ぅ
^
し
た
_
昝
の
勞
働
紹
介
所
制
度
に
對
す
る 

反
：對
の
氣
鰥
を
高
め
だ
。：
傭
主
を
し
て
紹
介
所
の
效
來 

を
確
信
せ
し
め
、
"熟
練
.勞

働

者

を

し

て

紹

介

所

を

利

用 

.せ
し
む
る
に
至
り
.紹
介
所
が
歌
て
.標
準
賃
銀
の
低
下 

を
惹
起
す
が
如
き
結
果
を
導
か
な
い
こ
ビ
を
明
か
に
す 

る
に
ば
、
相
當
の
歲
月
を
經
な
，け
れ
ば
«
ら
な
か
つ
れ
。
 

最
も
重
要
な
ろ
救
濟
事
業
:®
反
對
說
は"

そ
れ
が
何
等 

失
業
の
防
上
を
固
的
ビ
す
る
も
の
で
は
な
tr
:レ

い
ふ
こ 

'
ビ
で
あ
る
。
そ
れ
は
失
業
の
拟
因
、
產
業
細
織
の
破
壤 

に
就
い
て
は
少
し
も
手
を
觸
れ
る
こ
ど
な
く
、
た

V

一

時
的
の
彌
縫
を
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
救
濟
事
繫
は
特
足 

の
時
期
に
用
の
な
い
勞
働
者
を
取
极
ふ
の
で
あ
つ
て
、 

そ
の
事
，業
の
衝
に
當
る
も
の
は
、
褪
々
興
つ
れ
產
業
か 

"ら
送
り
出
さ
れ
た
勞
働
者
の
雜
多
な
集
_
の
た
め
に
、
ー
 

士
事
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
殆
ん
で 

熟
練
を
必
要
€
し
な
い
稲
類
の
事
業
を
經
營
し
な
く
て
ぃ 

は
な
ら
す
、

ー
般
に
非
常
に
巨
額
の
經
費
が
か
、
る
こ 

s
を
知
つ
た
。

然
か
も
そ
の
效
朵
た
る
や
前
に
都
市
救
濟
法
に
就
い 

て
論
述
し
た
る
^
大

同

小

異

の

も

の

で

あ

つ

て

"

こ
の 

法
律
ば
不
況
時
代
の
み
な
ら
す
、
普
姐
の
時
代
に
於
い 

て
も
失
業
者
の
現
は
る
、
こ
ヒ
を
看
過
し
、
た
め
に
失 

業
潢
を
救
濟
し
、
そ
の
地
位
を
改
善
す
る
J
は
決
し
て 

望
む
こ
^
が
出
來
な
い
。
そ
の
效
果
は
恐
ら
く
た
V
失 

:業
問
題
の
全
體
に
:
a
つ
て
論
斷
す
る
跋
礎
た
る
諸
般
の 

有
益
な
る
報
«
を
蒐
集
し
#
た
る
利
益
の
み
で
あ
る
。
 

さ
ぅ
し
て
こ
の
法
律
の
述
«
に
ょ
っ
て
、
救
濟
事
業
の

第

十

六

卷o

四七七

〕

雜
錄
失
業
救
濟
施
殷
に
就
い
て

m
十
魄

0



ゾ

P-
H

4*

承
校
油
B
I：
M
い
て

經
赞
ょ
b
も
、
移
佔
费
の
#
助,

農
業
植
民
地
、
痛

傭
ノ
 

>f
f
介
所
の
設
^

が
最
も
谓
做
多
刍
も
の
で
あ
る
-
ぞ
を 

次
つ
た
-:
3
ぅ
し
てS

家
は
今
や
こ
れ
諮
の
方
而
に
着 

M
手
す
る
こ
マ」

に
な
つ
た
。(

J
. 

L
. 

C
o
h
e
n
:
—

 

op. 

ci「

 

PP. 

165-166; 

P
e
r
c
y

 

A
i
d
s

 

V
 

op. 

c
r
p
p
. 

39-40) 

'
.ぃ
.
.
.
'
.
：
'
.

八V

」

國
に
於
い
て
失
業
1
4對

應

す

：る

方

策

ビ

し

て

、

產

| 

業

界

の

不

況

が起

；

墓

I

.何
等
か
の
施
設
を
講
ず 

ベ
&

で
あ
る
か
、
或

は

注
®:
深
く
研

究

し

た
る
後
徐
ろ 

に
施
ォ
す
べ
泠
で
あ
る
か
は
、
ff
i

々
諮
詢
せ
ら
れ
る
^
! | 

こ
^
で
あ
る
が
、
初

期

に

於

ける
失
業
の
對
策
は
多
く 

放

前

者

で

あつ
て

、
法

律

も

所

謂

非

常

•立

法

の

倾

向

が
j 

あ
つ
た
。
前
に
述
べ
た
如
く 

c
h
a
B
b
e
r
l
a
f
n:

の
布
吿

は

| 

不
況
時
代
に
於
い
て
發
せ
ら
れ
、
そ
の
後
の
ネ
兄
寺
に 

に
於
い
てSir 

H
e
n
r
y

 

F
o
w
l
e
r

が
こ
れ
を
繰
返
し
、

ま

た
-—
,
九

〇

五

年

の

與

業

勞

働

者

法

::
;(

1
7̂
3
艺
<
^

」 

w
o
r
k
m
s

 

A
c
t
)

ば

一

九

0

四

年

の

不

況

に

際

し

て

發

A

布
せ
ら
れ
た
の
で
ぁ
る
。
然
か
る
に
一

九

◦
五
年
以
後 

に
い
て
は
失
業
の
遡
論
的
硏
究
、
調
食
、
討
論
が
錄
ん 

に
行
は
れ
る
や
ぅ
に
な
つ
て
、
救
濟
事
業
に
對
し
て
大 

な
る
刺
戟
を
加
へ
る
こ
ど
に
な
つ
た
。

s
〖r 

W
.

 

H
.

 

Beveridge 

の

「

失
業
論」

(
u
a
e
m
p
— 

loyment, 

a 

p
s
b
l
e
m

 

of 

Industry

ン
も
當
诗
Ji
ょ—

た
著
書
で
ぁ
つ
て
、
彼
は
五
個
の
主
要
な
る
提
案
を
锻 

も
明
碗
に
示
し
て
ゐ
る
> (J. 

L. 

C
o
h
e
n
:
—

 

o
p
. 

cif

pp. 

1
6
6
- 1
6
8)

(

ー)

勞
働
し
得
る
失
業
者
ビ
勞
働
不
適
者
ハ
§

^

^

_ 

l
o
y
a
b
l
e
)

- I

V
Jに
對
す
る
政
策
を
區
別
す
る
こ
ビ
。 

0
-1

)细

能
傘
な
る
勞
«

者
を
敎
育
し
、
季

節

的

職

菜

- 

の
®

鈒
標
準
を
向
上
せ
し
め
、
以
つ
て
失
業
期
_

:

.: 

,

の
寸
分
な
る
準
備
を
な
し
得
る
程
度
に
平
均
賃
銀 

を
增
加
せ
し
む
るN

；

ど
。

(

三)

產
業
の
秩
序
を
立
て
、
死
#
(:
ぁ
る
職

業

を

解
 

放

す

る

こ

ミ

。

(

四
.

)

也
船
、
3 1

¥
等
の
如
き
一
定
の
特
殊
職
業
を
組 

哉
立
て
、
な
さ
る
ベ
き
總
て
の
勞
働
をj

定
の
0 

期
に
最
も
荷
能
者
へ
集
中
.
L
、
以
っ
て
出
來
る
た 

U

け
臨
時
勞
働
を
除
き
去
る
こ
^
卜 

'丨(

五)

a
代
の
吾
人
，の
知
.識

及

び

行

政

機

關

を

以
，つ
て
一 

::
:
じ
て
全
廢
し
#
ざ
る
失
業
に
S'
し
て
、
次
の
兩
者
一 

:

「

か

姚

れ

か

一

の

施

設

を

な

す

こ

\ 

^

、

事

業

の

碰

大

尨

る

時

に

比

し

て

’

總
て
の
勞
ー 

働
苕
の
勞
働
峙
間
を
短
縮
す
る)

5」

。；

：：\ 

h
:
,
r
乙
、
失
業
保
,
の
計
猶
を
樹
て
る
こ
^ ;
C

:

.

: 

j 

ぃ
こ
'れ
等
の
提
案
に
*
丨
て
!>「

實
際
土
の
施
設
は
如
何j 

な
る
稅
度
ま
で
實
现
せ
ら
れ
れ
か
。
そ
れ
に
就
い
て
こ

れ
か
ら
記
述
し
や
ぅ
。

’ 

ン 

1

九
〇
九
部
九
月
に
勞
働
紹
介
所
法(

L
a
b
o
u
r

 

E
x


ch
a
n
g
e
s 

A
c
t
〉

が
發
布
せ
ら
れ
>

s
初
の
紹
介
所
が
翌 

一
九
一 

'〇
年1

一
月一

日
に
.開
始
せ
ら
れ
れ
。
X
來
、
全 

國
R
K
:る
.勞
_
紹

介

所

制

度

を

樹

て

，る

こ

ビ

は

、

..

一

九
.:
. 

m
十

六

傲(

一叫七九

〕

雜
錄

.

失
粱
救
濟
施
般“

o
五
华
の
失
業
勞
働
者
法(

X
J
n
e
m
p
-
o
y
e
d

 w
o
r
k
m
e
n

 

A
c
t
)

の
成
立
の
時
に
も
提
議
せ
ら
れ
た
の
で
ぁ
る
が
、 

そ
の
時
に
は
實
現
せ
ら
れ
す
に
終
.つ
れ
も
の
で
ぁ
る
。
 

(
p
e
r
c
v

 

A
i
d
s
:
—

 

op. 

cit.'p. 

3
9
)

さ
ぅ
し
て
こ
の 

勞 
#

^
fr
rf
f
法

(
L
a
b
o
u
r

 

E
x
c
h
a
n
g
e
s

 

A
c
t
)

の 
m
l的

ビ
す
る
€
こ
ろ
は
大
要
次
.の
諸
點
に
ぁ
つ
れ
。(J. 

r
 

C
O
I
l
e
n
:
—

 

op, 

d
v
p
p
.

 

1
6

0 0-
1

6
9
)

(

一)

勞
働
者
を
求
む
る
傭
主
ビ
職
業
を
求
む
る
勞
働 

者
ヒ
を
聯
絡
し
、
，可
久
的
迅
速
に
缺
員
を
充
し
、

,失
業
の
期
間
を
短
縮
す
る

こ

く

。

(

一
一)

十
分
な
る
組
織
を
有
せ
ざ
る
勞
働
者
に
は
、
ょ 

b
ょ
く
組
織
せ
ら
れ
^
勞
_
紙
合
を
以
.つ
て
、
勞 

働
者
の
職
業
を
見
出
す
援
助
を
な
し
、
勞
働
者
が 

勞
働
に
對
す
る
需
要
狀
態
を
知
ら
す
し
て
職
業
を 

求
む
る
こV

を
避
け
る
こ
S
。

(

三)

政
府
を
し
て
失
業
の
範
圍
"程
度
を
測
ら
し
め
、
 

不
況
に
際
し
て
適
當
な
る
施
設
を
圖
ら
し
め
る
こ

.犹(

て 

第
十
號 

ー
0
玉



第
十
六
卷
，
.(1.

四
<
〇〕

雜
錄
失
業
救
濟
體
じ
就

.い：て

(

四)

强
制
的
に
し
冗
且
つ
有
if
的
な
る
失
業
保
險
制 

度
を
開
始
す
る
こ
S
。
： 

ノ
 

'(

五)

臨
時
的
雇
傭
を
取
扱
ん
■
關
を
.設
ぐ
る
こ
^

。

- 

:
さ
ぅ
し
て
こ
れ
等
の
紹
介
所
の
管
现
の
た
め
に
、
諮 

詢

®
員
#(

A
d
v
i
s
o
r
y

 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

が
傭
^

及
び
勞
働 

者
ょ
b
紐
織
せ

ら

れ

:>
ま
た
勞
働
火
臣
；
1
§̂:
發

1 

of 

L
a
b
o
u
r
)

は
そ
の
營
理
に
關
す
る
取
締
親
則
を
制
定
す 

る
權
能
を
賦
與
せ
ら
れ
た
。
：

次
に
紹
介
所
に
於
け
：る
'紹
介
手
續
の
槪
要
を
述
ぶ
れ 

ば
ノ 
■求
職
苕
が
至
れ
ば
直
ち
に
そ
の
業
務
の
屬
す
る
噃 

級
別
を
記
錄
し
、
業
務
に
關
す
る
技
能
そ
の
他
を
聽
取 

し
、
最
も
適
當
な
る
地
位
を
探
す
便
直
€
す
る
。
こ
の 

記
錄
に
は
姓
名
、
■年
*

、
仵
所
、_

歷
、
及
び
.就
_

_

»
 

を

福

し

た

る

登

錄

表

(Registration 

c
a
r
d
)

を
添
付
し 

て

、

將

來

の

參

考

に

資

す

る

の

で

あ

る

|°
猙

錄
せ
ら
れ 

た
る
も
の
に
は
缺
員
が
あ
れ
ば
速
刻
ま
た
は
.後
H
通
知

第

十

號

一

〇
六 

を
發
す
る
の
で
あ
る
が
、
紹
介
所
は
決
し
て
特
に
あ
る 

務
：に
就
く
こ
^
を
^
じ

ま

^
は
勸
請
す
る
や
ぅ
な
. 

I
こ
と
は
な
い
。
紹
介
所
の
な
す
べ
き
こ
ビ
は
を
の
判
斷 

.に
て
最
も
適
當
な
る
人
物
で
あ
る
ビ
思
ふ
も
の
を
、
人 

~
を
求
む
る
倔
主
の
ど
こ
ろ
に
送
る
こ
^
だ
け
で
あ
る
。

_ 

勞
働
考
を
選
擇
し
採
否
を
決
定
す
る
の
は
、
如
何
な
る 

j 

|条
合
に
^

い

て

も

側

主

の

貴

務

で

あ

る

ペ

尙

.ほ

求

職

序 

I

續
に
就
い
て
は
、
掘
江
氏
前
揭
第
四三

-
-

四
七
迓
を
參 

|
:照
の
こ
皮)

j

r
介
所
提
の
任
務
は
か
く
の
如
き
缺
員
を
充
さ

，フ
ビ 

|
す
る
こ
S
に
あ
る
。
若
し
彼
自
身
に
か
ぐ
す
る
こ
ど
が 

\
出
來
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
そ
の
紹
介
所
の
屬
す
る
地
方 

ぐ
の
中
央
部
に
通
信
ず
る
。
中
*
部
は
所
風
の
他
の
多
く 

.の

紹

介

所

か

ら

通

知

せ

ら

れ

た

未

だ

補

充

さ

れ

な
い
缺 

員
を
通
知
し
、
適
當
な
る
地
位
を
知
ら
し
め
る
の
で
*.

る
。
若
し
中
央
部
が
を
の
區(

<
5<*
§:
§〕

內

に

於

い

て

人
 

,

員

を

補

充

す

.
る

：
.
己

が

■
出

來

な

'
い

時

に

は

、

K

の

事

務

周
は
他
の
區
に
通
知
し
て
、
.同
様
の
方
法
を
以
つ
て
補 

充
を
圖
る
乙v

j

に
な
る
。
か
く
の
如
き
方
法
に
ょ
つ
て
、 

全
靱
じ
百
1つ
て
相
當
の
：適
桃
が
適
所
を
占
め
る
：こ
ど
が 

出
：來
て
、
最
I
西
部
海
岸
に
於
いV

造
船
業
が
、
.西
五
：
 

十
1
跑
っ
て
汽
罐
製
造
業
が
体
±:
せ
ら(

れ
て
ゐ
る
に
拘

に
關
す
る
數
字
を
見
れ
ば
ょ
い
。
紹
介
所
に
ょ
つ
て
登 

錄
區
域
外
に
赴
い
て
職
業
を
将
た
婦
人
は
、

一
九1

四 

华
P
は

三

萬

一

ー

千

九

西

八

十

八

名

で

ぁ

り

"

一

九

I

五 

年
に
は
五
萬
三
千
九
十
六
名
に
增
加
し
、

一
九
一
六
郎

ら
す
、
多
忙
の
た
め
人
»
の
.不

足

を

咖

つ

ビ

い

ふ

が

如 

き
®
象
は
起
ら
な
い
で
あ
ら
ぅ
。

:
ー
：九

：
ー
〇
屯
に
は
ー
一
海
：四

千

九

W
九
，十
人
の
求
職
者 

は
S

し
た
る
M
域
外
の
地
に
移
さ
れ
れ
o

さ
ぅ
し
て 

ぞ

れ

は

就

職

教

總

數

の

五

.
•
七

パ

丨

セ

ン

ト

に

當

つ

て 

ゐ
る
。：'.
翌

1

九

一

年

に

は

六

萬

：六
千
百
九
十
九
名
で 

ぁ
つ
'て
、
；1

一
。
一
パ
ー:セ
ン

ト

に

：
當
り
、
一
九
一
こ
¥
 

に
は
九
萬
六
千
百
八
十
九
名
で
あ
つ

て
、
r
T
ニ

。ハ
ー 

セ

ン

ト

に

當つ
て
ゐ
る
0 

勞
働
紹
介
所
が
戰
時
に
於
い
て
勞
働
の
移
動
に
役
立 

つ> j V

を
知
る
に
は
、
從
跟
す
る
た
め
^
產
業
的
職
業 

か

ら
.離
れ
る
障
害
的
分
子
を
含
ま
な
い
、/
.
:
婦

人

の

，
勞

働

笫

十

六

卷(

一
四
八
一〕

雜

-
錄

「

に

は

览

ら

に

十

六

萬

ー

ニ

名

に

逄

し

、

一
九

一
七
年
に
は 

|

_
月
平
均
四
蔺
乃
生
五
萬
を
»
す
る
に
至
っ
た
。
近
 々

|

パ
ー111!

年
間
に
か
く
の
如
く
移
動
者
の
歡
の
激
增
し
た
る 

一
は
？
戰
時
の
變
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
ょ
り 

\

も
次
の
請
股
因
に
歸
す
る
の
で
あ
る
。
政
，ル
の
契
約
事 

\ 

.業
は
賃
銀
が
多
額
で
あ
っ
て
、
家
庭
を
離
れ
て
勞
働
す 

j  ■

る
に
非
常
な
る
刺
戟
で
な
つ
れ
こ
ビ
そ
れ
ビ
尙
ほ 

\

父
を
喪
い
、
夫
を
0
'い
、
ま
た
は
家
族
を
戰
線
に
送
る 

\

た
め
に
生
じ
た
經
濟
的
腿
迫
€

に
ょ
る
の
1
あ
り
、
次 

Z

に

は

地

，方

諮

詢

委

員

#

の
婦
人
の
* ®
時
勞
働
に
®
す
る 

S
動
が
め
り
、
軍
需
大
は
等
が
宵
街
エ
場
の
少
女
エ
に 

對
し
て
特
別
の
住
宅
、
休
養
、
を
r

c

i/f
e
の
17
®
施

設
を
な
し
れ
こ
.

v
j

に
よ
る
の
で
あ
る 

尖
業
救
濟
懸
に
就
い
て 

第屮钺.

一〇セ



押
十
六
怨(

ブ
四
八
ニ)

錄

失

業

救

濟

施

設

|:
就

ぃ

て

第十號

i 

Q
八

P

:

i

R

H

S

以
上
の
數
字
は
他
の
區
'1
6
移
動
し
來
6
.て
缺
員
の 

補
充
せ
ら
るv

v

も
の
が
©

る
多
數
で
あ
る
乙

と
を
示
し 

て
ゐ
る
。
さ
ぅ
し
て
そ
の
結
朵
、
®
集
業
者
、
娘
實
採 

難

者

、

そ

の

他

の

臨

時

的

^

働

者

は

非

常

な

る

恩

恵

を 

紫
.つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
らj

方
®
住
费
を
多
く 

支
出
し
な
け
れ
ば
な
-&
な
い
こ
^
も
注
意
を
要
す
る
。

:

登「

錄

總

数

發

錄

㈣

A

m
 

一

九

二

一
、

九
^
五
へ
九
九
一 

I
 

一
九
'
一
二 

ニ
、
三

六

ニ

、
ニ
ニ
五
.

:

:

—

 

. 

:

一

九

i
 

ニ
、
八
コ 

HC'illlK 

六 

1;

九

！
四

三

、
三
〇
五、
.0
五
山
ハ

一
九
，一

五
3
、0

四
七
、〇1
5 

_
一
九
:.
:
ハ
ー
エ
、@
^
.ハ、
四
〇
五

:,
:
l
A
.
i 
七

气

四 
一一S
、
■—
■'五
四」

1

九

一

八

三

、五

九

.四

、
三

八

三 

二

：九

一.九

3 |
.、九

ご

八

九

四

七
：

a

.r-

. 

r
o
h
s
.
:

—

 

o
p
'

 cit.' 

pp. 

1
7
0
-
3
2

 
ン

今
、
紹
介
所
のI

九

一

一
年
以
來
の
統
計
を
揭
げ
、
 

を
の
活
動
の
一
斑
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。(

兹
に 

揭
げ
た
.る
は
男
子
、
婦
人
、
少
年
、
少
女
の
合
計
數
だ 

け
で
あ
る
。
各
別
の
數
字
は
煩
錙
で
あ
る
か
ら
省
略
す 

る
。詳
し
く
はj 

r C
o
h
e
n

の
著
臀
參
照
の
こ
ど)

。

一
、七
八
三
、九
3;
:
一
 

ニ
、〇
セ
六
、
|
八
七 

H
、

ニ 
一二
 
ニ
、三
九
〇 

ニ
、
六
六
〇
、
四
ニ
五 

ニ
、
七
ニ
九'K

五
. 

ニ
、
九
ニ
四
、
四
七

」

:

四
、
七
：七
四
、
〇
一

!

求
人
通
告
數 

七
六
九
、
六
六i 

-;
〇
三
：
三
、
七
/\
〇 

1
、
i

八
三
、3
五
六 

I

、四
三
六
、六
六
三 

一
、七
六i

、〇
九
〇 

ニ
、〇
一
七
、三
六
三

一
、
九
七
®
、
三
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